
・入院など預けたい必要が生じた
登録利用者が、窓口に相談

・登録ボランティアから対応者を調整

ボランティアセンター窓口

福祉サービスを利用
したいけどどうしたら
いいの

公共料金や税金、
医療費などの支払い
が不安

通帳や印鑑の
管理が心配

ペット（ネコ）預かりボランティア登録・寄付バンク制度のご案内

問い合わせ／地域福祉推進係 ボランティア市民活動センター　　（283）4538
問い合わせ／生活支援ネットワーク係　　（283）0205

登録から利用までの流れ

ペット（ネコ）預かりボランティア

村社協 寄付受付窓口
月～土 8：30～17：15寄付バンク

ペット（ネコ）預かり
ボランティア
登録

万が一の際に
預けたい方
※独居高齢者など

登録

つなぐ

ケージ・キャリーケースなどトイレ類

サポート

家計についての悩みはありませんか　～家計相談支援事業～

あなたの暮らしをサポートします！　～日常生活自立支援事業～

あなたの権利や財産を守る！　～成年後見制度～

失業してしまい、食糧や家賃
などの支払いにお金を回せな
くて困ってしまった

公共料金の滞納が重なってしまい、
毎月の返済だけで生活費が足りなく
なってしまう

　日常生活自立支援事業は、認知症や知的障がい・精神障がいにより、日常生活の中で必要な手続きに不安を感
じたり、生活費の管理などが難しく、ご家族からの支援が受けられない方が地域で安心して暮らせるようにお手伝
いします。 ※身体障がいのみでは対象となりませんので、ご注意ください。

　家計相談支援事業は、家計について悩みを抱えている方に対して、職員や
家計相談支援員が家計簿などを活用して家計状況の可視化等の助言を行い
ます。また、滞納（家賃・税金・公共料金等）の解消や各種給付制度の利用に
向けた支援を行います。利用料は無料です。

利用するためにはどうしたらいいの？
　事業内容について詳しい話を聞きたい方、相談し
たい方は、下記問い合わせまでご連絡ください。家
族や関係機関の方など、本人以外の方からでも相談
をお受けしています。相談は無料です。

利用料は？
●サービス利用料…1時間1,500円
●書類預かり（貸金庫）…1カ月500円（上記利用料別途）
※生活保護を受けている方は、利用料免除となります。

自分が認知症になった時
の生活が心配

親の入院費を支払うため、銀行で預金を
引き出そうとしたら「成年後見制度」が必
要と言われた

最近、忘れっぽくなって、
これからの生活が心配

高齢の親や障がいのある
きょうだいのことが心配

このようなことで悩んでいませんか？

成年後見制度についてより詳しい話を聞きたい方、相談したい方は下記問い合わせまでご連絡ください。

　成年後見制度は、認知症や知的障がい・
精神障がいなどにより判断能力が十分でな
い方の権利・財産・生活を守る制度です。
　成年後見制度には、法定後見制度と任意
後見制度があります。

法定後見制度：判断能力が低下した後に家族等が申立を行い、
家庭裁判所が後見人を選任します。

任意後見制度：判断能力に問題がないうちに本人があらかじめ
任意後見人を選び、その人との間に任意後見
契約を結んでおきます。

フード類

預かりたい方（ボランティア）の登録要件
・ペット（ネコ）を預かる飼育環境（預かり時の

脱走対策など）を整えられることが確認でき、
活動時のリスクなどについて了承した方

預けたい方（利用者）の登録要件
・独居の高齢者や障がいがある方など、体調

面に不安のある方で、入院などの際に親類
などの援助が得られずペット（ネコ）の面倒が
見られなくなる見込みのある方

※預かり時に発生する費用などは自己負担

❶登録 ❷相談・調整

❸預かり・返却

・事前登録者リストを作成
ボランティアセンター窓口

・ボランティアが訪問し、預かり開始
※期間が長くなる場合には、複数のボラ

ンティアがリレー対応
↓

・期間終了後にペット（ネコ）を返却

　村社協のボランティア市民活動センターでは、ペット（ネコ）を一時的に預かることができる個人ボランティア
の登録を行っています。この活動は身寄りのいない独居高齢者などが、急な体調不良などで一時的にペット（ネ
コ）の面倒が見られなくなった際、短期間（半月～1カ月程度）を目安に預かりボランティアを行うといったもの
です。預かりボランティア側は、預かりが可能かどうかの飼育環境の確認（脱走防止対策・先住ネコの有無な
ど）や、ケガなどのリスク管理について説明を行ったうえでの登録となります。関心のある方はボランティア市
民活動センターまでお問い合わせください。

ペット（ネコ）預かりボランティアについて

　村社協善意銀行では、上記ボランティアを支援するための『ペット飼育に関連する消耗品など』の寄付受け
付けを開始しました。ペットフードやペットシーツなど、未開封品であることなど条件もありますので、ご不明
な点はお問い合わせください。

寄付バンク制度について

現在募集中の
ネコ用物品

ペットトイレ（未使用品）、
ペットフード（未開封・賞味期限内のもの）、
ネコ砂、ペットシーツなど

※現在、ネコを対象としたもののみ受け付けし
ています。ネコ以外のペットのものについて
は、募集していませんのでご了承ください。

●ボランティア・利用者とも
に事前登録が必要です。

●預かりはボランティアとの
調整を前提としています。
急な依頼など、登録者の
状況によっては対応でき
ない場合もあります。

●あくまでもボランティアの
登録・調整の仕組みです。
村社協がペットなどの動物
の保護を行うものではあ
りませんので予めご了承
ください。

注 意 点

  法人会員広告  　樹木のことお任せください。緑と共に心豊かに。　㈱橋本農園　 029（282）23884


